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２ 令和６年度 常置役員会等事業 
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翌檜祭参加・写真撮影（９月） 

広報誌コンクール応募（10 月） 
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３ 令和６年度 決算 

(１) 令和６年度 PTA 会費 決算 
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 (２) 令和６年度 教育振興費 決算 
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(３) 令和６年度 環境整備費 決算 
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 (４) 令和６年度 特別教育振興費 決算 
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 (５) 令和６年度 図書費 決算 
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(６) 令和６年度 記念行事積立金 決算 
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(７) 令和６年度 緊急対応等基金 決算 

 

 

 

 

上記の(１) ～(７)について、相違ないことを報告します。 

 

令和７年４月 11 日 

 神奈川県立新栄高等学校  PTA 会長 日浦 健太     校 長  吉田 悦子 

                 副校長 森 清     教 頭  千葉 正範 

                 事務長 佐々木 啓子 

                 会 計 菅原 樹生子  大和田 礼子 

                                        

諸帳簿、領収書等を照合の結果、上記の報告に誤りのないことを認めます。 
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４ 令和６年度 学校徴収金運営協議会 報告 

(１)「諸会費等」の免除制度の終了について 

 

 

「諸会費等」の免除制度の終了について（報告） 

 

新栄高校では、令和６年度まで「諸会費等」の免除（学年費、保護者の会会費は免除対象外）を行って

きましたが、別に申請していただく「神奈川県高校生等奨学給付金」が、教育活動等の「諸会費等」への

支援としてお受け取りいただくものであり、同制度がここ数年充実してきたことを受け、令和６年度をも

ちまして「諸会費等」の免除制度は終了させていただきます。 

つきましては、令和７年度以降、「諸会費等」の免除はおこないませんので、あらかじめご承知おき

ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

（補足１） 

このことについては、令和７年１月 11日の学校徴収金運営協議会で報告し、令和７年２月にはお知

らせ文書及びマチコミにて保護者等の皆様にご連絡しております。 

この件については、令和７年度のＰＴＡ総会で正式に報告し、ご承認いただくことになっていました

ので、あらためてお知らせしております。 

 

（補足２）  

ＰＴＡ会費は、兄弟姉妹が本校に在籍している場合、おひとり分のみご納入いただくことになってお

り、これについては変更ありません。 
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Ⅱ 令和７年度 協議事項 

１ 令和７年度 PTA 役員及び会計監査の推薦 

役 職 名 氏   名（学 年） 

会  長 日浦 健太（３年） 

副 会 長 廣津 愛（３年） 蔦川 紫津子（３年） 

書  記 姫島 理恵（３年） 阪本 しのぶ（１年） 

会  計 小松ももこ（２年） 五十嵐 亜紀子（３年） 

会計監査 田口 涼子 （３年） 竹村こころ（２年） 

 

 

  上記の会員を、令和７年度本校 PTA 役員、会計監査として推薦いたします。 

 令和６年４月１日 指名委員長 村田 真裕美 ・ 黒木 千津子 

 

 

２ 令和７年度 事業計画（案）  

月 活動内容 

４ 入学式諸事務、役員会、新旧合同運営委員会、会計監査、学校徴収金運営協議会 

５ 役員会、運営委員会、PTA 定期総会（紙面）、保護者の会総会 

高 P 連横浜北地区協議会第１回総会（第１回理事会）・懇談会 

６ 体育祭参加、役員会、運営委員会、横浜北地区協議会、学年委員研修会 

神奈川県高等学校 PTA 連合定期総会 

７ 第 71 回関東地区高 P 連埼玉大会、役員会、運営委員会 

神奈川県高等学校 PTA 連合研修大会 

８ 第 74 回 全国高 P 連三重大会、役員会、運営委員会 

９ 翌檜祭参加 

10 役員会、運営委員会、中間会計監査 

高 P 連横浜北地区協議会地区大会 第２回理事会 

11 役員会、運営委員会、指名委員会 

第 63 回神奈川県高等学校 PTA 連合県大会 

12 役員会、運営員会、指名委員会、 

１ 役員会、運営委員会、指名委員会 

高 P 連横浜北地区協議会第３回理事会・賀詞交換会 

２ 役員会、運営委員会、指名委員会、学校徴収金運営協議会 

３ 卒業式、入学予定者説明会参加 

役員会、運営委員会、指名委員会、学校徴収金運営協議会 
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３ 令和７年度 常置役員会等事業計画（案） 

委員会名 委員会活動内容 

学年委員会 卒業生への卒業記念品準備（７月～） 

翌檜祭参加（９月） 

高Ｐ連横浜北地区協議会交通安全大会参加（11 月） 

卒業記念品決定（10 月）  

「セーフティ新栄」作成配付（２月）  

               （定例会 11 回予定） 

成人委員会 神奈川県高等学校 PTA 連合研修大会参加（７月） 

翌檜祭参加（９月） 

社会見学（７月） 

演劇鑑賞（12 月）                  

（定例会９回予定） 

環境整備委員会 プランター、花壇の手入れ及び水やり、花苗の購入 

神奈川県高等学校 PTA 連合研修大会参加（７月） 

体育祭参加（６月） 

翌檜祭参加（９月）                 

（定例会 11 回予定） 

広報委員会 広報紙「新栄」106 号～108 号発行  

取材（教職員紹介・体育祭・翌檜祭・各 PTA 委員会活動・部活動等）、編集、

校正  

体育祭写真撮影、翌檜祭参加・写真撮影（６月、９月） 

神奈川県高等学校 PTA 連合研修大会参加（７月）          

（定例会 11 回予定） 
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４ 令和７年度 予算（案） 

 (１)令和７年度 PTA 会費 予算 
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 (２) 令和７年度 教育振興費 予算 
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(３) 令和７年度 環境整備費 予算 
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 (４) 令和７年度 特別教育振興費 予算 
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(５) 令和７年度 図書費 予算 

 

 

 

 

 

 



－ 19 － 

 (６) 令和７年度 記念行事積立金 予算 
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 (７) 令和７年度 緊急対応等基金 予算 

 

 

 

 

５ 緊急対応等基金規約改正について 
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Ⅲ 規約 

1 神奈川県立新栄高等学校 PTA規約 
第１章  総 則 

（名称及び事務所） 
第１条 本会は神奈川県立新栄高等学校 PTA と称し、事務所を学校内におく。 
（目  的） 
第２条 本会は家庭と学校との緊密な連絡をはかり、生徒の心身の健全な発達と、福利厚生に寄与し、合 

わせて会員相互の融和と資質の向上をはかる。 
（方  針） 
第３条 本会は教育の振興を本旨とする民主的団体として前条の目的を達成するために積極的に活動し、 

参考資料は提示するが、非営利的・非宗教的・非政治的であって、学校の管理や教職員の人事に 
は干渉しない。 

第２章  会  員 
（会  員） 
第４条 本会の会員は、神奈川県立新栄高等学校（以下単に学校と称する）に在籍する生徒の保護者また 

はそれに代わる人（以下単に保護者と称する）、及び学校に勤務する教職員とする。 
第３章  会  計 

（経  費） 
第５条 本会の経費は会費・事業収入及び自発的な寄付金をもって支弁する。 
第６条 会費は、月額 320 円とする。 
第７条 本会の経理は総会において議決された予算に基づいて行なわれる。 
第８条 本会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認されなければならない。 
（会計年度） 
第９条 本会の会計年度は当年の４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

第４章  役  員 
（役  員） 
第 10 条   本会には次の役員をおく。 

１ 会 長  １名（保護者） 
２ 副会長  ２～３名（保護者） 
３ 書 記  ３～４名（保護者１～２名、教職員２名） 
４ 会 計  ２～３名（保護者１～２名、教職員１名） 
 

（役員の任務） 
第 11 条   役員の任務は次のとおりとする。 
   １ 会長は本会を代表し会務を統括する。また、総会、役員会、運営委員会を招集し、常任委員会、

特別委員会の委員を委嘱する。 
２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 
３ 書記は総会並び運営委員会の議事を記録するほか、本会の庶務を行なう。 
４ 会計は本会の全ての金銭の収入・支出を正確に記載し、定期総会においては会計監査を経た上

で決算報告をする。 
 

（役員の選出） 
第 12 条  役員の選出及び就任は次のように行なわれる。 

１ 運営委員会、各種常任委員会及び教職員から選出された若干名の委員をもつて指名委員会を
構成する。 

２ 指名委員会は保護者より役員及び会計監査委員の候補者を交渉の結果選び、その指名を全会
員に通知する。 

３ 指名委員会により推薦された役員及び会計監査委員は、総会の議決を得て就任する。 
４ 指名委員会の任期は、総会で本会役員・会計監査委員の承認後解散する。   

（役員任期） 
第 13 条 役員の任期は 1 年とする。但し再任を妨げない。 
（役員の兼務） 
第 14 条 役員の兼務は認めない。 

第５章  会計監査 
（会計監査委員） 
第 15 条 本会には会計監査委員（保護者）をおく。 
   １ 会計監査委員は当該年度の会計を監査し、その結果を総会で報告する。 
   ２ 会計監査委員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。 
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第６章  総  会 
（総  会） 
第 16 条  総会は本会の最高の議決機関であり、定期総会と臨時総会とに分ける。 
（定期総会） 
第 17 条  定期総会は毎年５月に開き、次の事項を行なう。 
   １ 前年度事業報告及び決算報告。 
   ２ 新年度役員及び会計監査委員の選出。 
   ３ 新年度事業計画及び予算の審議。 
   ４ その他本会運営の基本にかかわる事項。 
（臨時総会） 
第 18 条  運営委員会が必要と認めた場合、または会員の５分の１以上の請求のあった場合には、会長
は臨時総会を開くことができる。 
（総会の成立と議決） 
第 19 条  総会の定足数は全会員の２分の１とし、委任状を以って出席に代えることができる。 

２ 総会における議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。 
（議長の選出） 
第 20 条  総会の議長は、総会において出席者の中から選出される。議長は議事の運営にあたる。 

第７章  運営委員会 
（運営委員会の構成） 
第 21 条 運営委員会は総会につぐ議決機関であって原則として、本会の役員、各種常任委員会の委員長・ 

副委員長及び校長によって構成される。 
（運営委員会の任務） 
第 22 条  運営委員会の任務は次のとおりである。 
   １ 各種常任委員会の円滑な運営に協力する。 

２ 各種常任委員会によって立案された事業計画を審議検討する。 
３ 総会に提出する報告書を作成する。 
４ 必要あるときは特別委員会を設置する。 
５ その他本会の運営に必要と認めた事項。 

（運営委員会の成立と議決） 
第 23 条  運営委員会は、構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。会長または 

委員の過半数が必要と認めた場合は臨時会議を開くことができる。 
第８章  常任委員会 

（常任委員会・特別委員会） 
第 24 条  本会には、常任委員会として次の各委員会をおく。 

成人委員会 広報委員会 学年委員会 環境整備委員会 役員候補者指名委員会（非常設） 
   ２ 運営委員会の承認を得て、前項のほかに新たに常任委員会を設けることができる。 

３ 本会には特別の目的を遂行するために、必要に応じて特別委員会を設けることができる。 
第 25 条   各種常任委員会の委員長及び副委員長は、当該委員会の委員の互選による。任期は 1 年とし、 

再選を妨げない。 
第 26 条   各種常任委員会の委員は、学級ごとに選出された２名以上の保護者代表があたる。任期は１ 

年とし、再任を妨げない。 
（各種常任委員会の任務） 
第 27 条  各種常任委員会は、次の事項を行なう。 

１ 成人委員会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかる。 
２ 広報委員会は、本会の活動状況を全員に周知徹低させ、会員の連携を密にする。 

    ３ 学年委員会は、各学年の事業の立案実施にあたり、学校行事の円滑化をはかるとともに会員及 
び生徒の交通安全に対する意識を高め、交通事故を未然に防ぐ事を目的とする。 

４ 環境整備委員会は、学校内外の教育的環境の整備改善をはかり、会員及び生徒の福利厚生の増 
進に寄与する。 

５ 特別委員会は、その任務の遂行をする。 
第９章  規約の改正 

第 28 条  この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。但し改 
正の提案については、予めその内容を全会員に通知しておかなければならない。 

第 10 章  細  則 
第 29 条  本会の運営に関して必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会で定める。 

２ 運営委員会は細則の制定、または改廃した場合には、その結果を総会に報告しなければならな
い。 

付    則 
第１条  会員等の慶弔に関しては、細則に定める。 
第２条 本規約の役員及び各種委員会規定に関しては、これらの運用を弾力的に行なうことができる。 
第３条 本規約は昭和 58 年４月５日から施行する。 
改 正 昭和 59 年５月 26 日 同日施行  改 正 平成 25 年５月 18 日 同日施行 
改 正 昭和 61 年５月 ８日  同日施行  改 正 平成 26 年５月 17 日 平成 27 年４月１日施行 
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改 正 昭和 63 年５月 11 日 同日施行  改 正 平成 29 年５月 13 日 平成 29 年４月１日施行 
改 正 平成 15 年５月 21 日 同日施行  改 正 令和 元年 5 月 11 日 令和 ２年４月１日施行 

２ 神奈川県立新栄高等学校 PTA細則 

運営費及び会務出張に関する細則 
第１条 本会会員並びに本校生徒の慶弔費は１表の通りとする。 

１ 表 

会 員 

保 護 者 学 校 教 職 員 

保護者 本校在籍生徒 本   人 
配偶者・子・父母 

配偶者の父母（同居に限る） 

弔 慰 金 
10,000 円と 

生花または花輪１基 

10,000 円と 

生花または花輪１基 

10,000 円と 

生花または花輪１基 
5,000 円と生花または花輪１基 

※講師については別に考慮する。 
２ 本会会員の家屋が火災その他の事故により損害を受けた場合には、その程度により 10,000 円以

下の見舞金を贈る。 
３ 本細則による慶弔意に対して、返礼はしないこととする。 

第２条 本会会務のために本会役員・委員・学校教職員が出張する場合、宿泊費・交通費の実費は支出する。 
  ２ 学校および学校外への出張は公共交通機関の利用を原則とし、最低交通運賃を支出する。特別な

理由により自家用車を利用する場合は、その旨を事前に学校教職員に報告する。その際の交通費
は、１台につき 20 円／km を基準に、10 円単位で切り上げて支出する。 

第３条 本細則を適用しがたい場合は、運営委員会で協議し決定する。 

部活動補助に関する細則 
第１条 県代表に選ばれた場合、行動費として１人１日５００円を補助する。但し、高体連、高野連、高

文連主催以外の県外大会については、補助しない。 
２ （宿泊費の補助）県代表として選ばれ、参加のために宿泊を必要とする場合は、大会前日から試

合終了日までの宿泊費（昼食代を含む）の内、特別活動援助費の選手派遣補助金（上限１人１泊 
12,000 円）を超えた金額を補助する。 

付  則 
本細則は平成 15 年４月 １日より施行する。 改正  平成 19 年４月 １日 同日施行 
   改正  平成 16 年５月 20 日 同日施行 改正   平成 22 年 5 月 29 日  同日施行 
   改正  平成 18 年４月 １日 同日施行 改正   平成 31 年４月 １日 同日施行 

３ 個人情報の保護に関する細則  

（目的） 
第１条 本細則は、本会がその業務を通して取得した会員の個人情報を適切に管理、利用、保護  

し、もって会員のプライバシーを保全することを目的とし、合わせて、個人情報の適正  
な取扱いに関し本会の個人情報保護に関する施策の基本となる事項を定め、よって会  
員の権利、利益を守り本会の業務の健全な向上をはかることを目的とする。  
 

（個人情報保護方針） 
第２条 本会は、個人情報の保護に関する考え方や方針を定めた個人情報保護基本方針を策定  

して、対外的に公表し、会員及び社会的な信頼を確保する。 
２ 個人情報保護基本方針は、運営委員会が決定し公表する。  

（個人情報の定義） 
第３条 会員の個人情報とは、氏名、住所、電話番号やその他の記述により当該本人を識別する  

ことができるもの（他の情報と安易に照合することができ、それによって当該本人を識 
別できるものを含む。）をいう。 

（個人情報収集の原則）  
第４条 本会が行う会員の個人情報の収集は、本会の事業の運営に必要な範囲に限定し、会員本  

人又は会員が同意する第三者から公正な手段によって収集されなければならない。な  
お、本会が会員等から個人情報を収集するに際しては、当該情報の利用目的及び当該情  
報が第６条の各号に該当する者に開示されることがあることについて明示した文書に  
同意の署名を得た上で行うことを原則とする。  

（個人情報利用の原則）  
第５条 本会による会員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定して利用さ  

れるものとし、会員の同意なく目的外の利用をしてはならない。 
（第三者への個人情報提供の制限）  
第６条 本会は、次の各号に該当する場合を除き、会員本人の個別の同意なくして、その個人情  

報を第三者に提供してはならない。 
（１）本会が業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不可欠な場合。  

 （２）法令により、本会が相手方に当該情報を提供することが義務付けられている場合。  
 （３）その他の正当な理由がある場合。 
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附則 この細則は、平成 30 年 6 月 9 日より施行する。  

４ 神奈川県立新栄高等学校 PTA 個人情報保護方針  

 本会（神奈川県立新栄高等学校 PTA）は、家庭と学校の緊密な連携をはかり、生徒の心身の
健全な発達と、福利厚生に寄与し、合わせて会員相互の融和と資質の向上はかることを目的とし
ています。 
 この目的を実現するために、会員の個人情報を取り扱っております。個人情報の安全・確実な
管理は、当会に課せられた社会的使命であると認識し、以下の方針を定め、個人情報の保護に努
めます。 
１ 個人情報の収集・利用について  
 本会は、個人情報の収集・利用に際し、利用目的を特定し、適法かつ公正な手段により収集す
るとともに、特定した目的以外には利用しません。  
２ 個人情報の適正な管理について  
 本会は、個人情報の適正な管理のために、保護方針等を定め、これに基づく必要かつ適切な安
全管理措置を講じます。  
３ 個人情報の第三者への提供について  
 本会は、業務を委託する場合、その他の正当な理由がある場合及び法令の定めにより必要とさ
れる場合を除いて、本人の同意を得ずに第三者への提供は行いません。  
４ 訂正・利用停止請求  
 本会では、本人から申出があった場合は、所定の手続きの上で個人情報の訂正・利用停止等の
請求に応じます。 
５ 法令等の遵守について  
 本会は、個人情報の保護に関連する法令等を遵守します。 
 
 

５ 緊急対応等基金規約 

１ 新栄高等学校の私費として、生徒一人あたり月額 50 円の徴収とし、徴収方法は他の諸会費等（免除 
関係を含む）に準ずる。 

２ PTA 総会において予算・決算報告を行う。監査等は PTA 規約に準ずる。 
３ 緊急基金の予算枠は次により編成する。(1)全国大会等急な形で決まる特別活動関係への支援（大会 

関係援助費）を 75％程度、(2)他予算枠での支出が難しい特別活動・教育環境整備への支援（教育環 
境特別援助費）を 15％程度、(3)緊急または特別な状況があり校長の要請で PTA 会長が支出（緊急・ 
特別対応等費）が妥当と判断したものを 5%程度、(4)予備費を５%程度。 

  なお、(1)～(4)の総額は 500～700 万円程度までとして総額を越えた場合、又は枠を越えた支出につ 
いては、運営委員会で別途協議する。会計担当には、管理運営グループをあてる。  

４ その他、必要とされる内容については運営委員会で協議され、徴収額の変更等は総会の承認を必要 
とする。 

附則 この規約は、平成 23 年 5 月 21 日から施行する。 


